
規 則

告 示

�愛媛県告示第２６７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地

ヤフー株式会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

インターネットを利用して納付するふるさと愛媛応援寄附金に

係る寄附金歳入

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第２６８号
愛媛県物産観光センターの指定管理者からの申出により、公の施

設の指定管理者の指定を次のとおり取り消した。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県物産観光センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市大可賀二丁目１番２８号

愛媛県物産観光センター管理コンソーシアム

代表者 社団法人愛媛県観光協会

構成員 社団法人愛媛県物産協会

３ 取り消した年月日

平成２４年２月２９日

�������
�愛媛県告示第２６９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

�愛媛県規則第３号
地方職員共済組合愛媛県支部運営審議会規程を廃止する規則を次のように定める。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

地方職員共済組合愛媛県支部運営審議会規程を廃止する規則

地方職員共済組合愛媛県支部運営審議会規程（昭和２４年愛媛県規則第６１号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市東川町乙７０の１０

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２７０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市宮野９０９、９１０の１、９１０の２、９１２、２０７８、２０８２、２１１８の

１、２１１８の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

宮野９０９・９１０の１・９１０の２・９１２・２０７８・２０８２・２１１８の１・

２１１８の２（以上８筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び松山市役所備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２７１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西予市野村町野村１７号６６の２から１７号６６の４まで（以上３筆

国有林。）、１７号１、１７号９、１７号１２の１、１７号１２の２、１７号

１５、１７号１８の１、１７号１９、１７号２１、１７号２４、１７号２５、１７号２６の

１から１７号２６の３まで、１７号２７の１、１７号２８、１７号２９、１７号３０

の１、１７号３０の２、１７号３１から１７号３３まで、１７号３８、１７号４２の

１、１７号４２の２、１７号４３、１７号４４の１、１７号４４の５、１７号４４の

６、１７号４５の１、１７号４８の１、１７号５２の１、１７号５６の１、１７号

５６の３、１７号５６の４、１７号５７の１、１７号６５の１、１７号６５の５、

１７号６６の１、１７号６６の１０から１７号６６の１２まで、１７号６７の１

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西予市野村町野村１６号２００、１７号５の１、１７号５の７、１７号

６の１、１７号１０、１７号１１、１７号１４の１、１７号２０、１７号２２、１７号

２３の１、１７号３９、１７号４０、１７号４６、１７号４９、１７号５０の１、１７号

５０の２、１７号５１、１７号５９の１、１７号６１の１、１７号６２の１、１７号

６２の３、１７号６３の１、１７号６３の７から１７号６３の９まで、１７号６４

の１、１７号６４の４

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西予市野村町野村１７号３５、１７号３６、１７号４７

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西予市野村町野村１６号１０２３から１６号１０２５まで

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
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次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び西予市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２７２号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町柏３９、１６８の１、１６８の２、１６９、１７０、１７８、

１７９、１８８から１９３まで、８００、８０２、８０３、８５４、８５５、８５６の１、

８５７の１、８５７の２、８５８の１、８５８の２、８５９の１、８５９の２、８６

０、８６１、１０６８、１０６９、１０７４、１０７５、１０７９、１０８３、１０８４、１１３９か

ら１１５１まで、１１５３、１１５４、１１６０、１１６１、１２１１から１２１４まで、１２

１６、１２１７、１４６８、１４７１、１４７２、１４７６、１４７７、１７０９、１７１１、１７１３

から１７１８まで、１７２２から１７２４まで、１７２７、１９０１、１９０２、２１８６か

ら２１９１まで、２１９２の１、２１９２の２、２１９３、２１９５、２１９７、２２０５、

２２０７

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町柏１４６１、１４６２、１４６５から１４６７まで、１４８８

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町柏１７５４・１７５６（以上２筆について次の図に示

す部分に限る。）、１６９０

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町柏１６８６の１・１６８９の２・１７５６・１７５７・１７５８の

１（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）、１６８５、１６

８７、１６８９の１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町須ノ川５２、６５、６６の１、６６の２、６７、６８、７０

の１から７０の３まで、７２の１から７２の４まで、７３の１から７３の

３まで、８５の１、８５の２、８９の１、８９の２、９０の１、９０の２、

９１の１、９１の２、９２から９４まで、９８

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町須ノ川５２、６５、６６の１、６６の２、６７、６８、７０

の１から７０の３まで、７２の１から７２の４まで、７３の１から７３の

３まで、８５の１、８５の２、８９の１、８９の２、９０の１、９０の２、

９１の１、９１の２、９２から９４まで、９８

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその
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関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画下水道の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７４号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２７５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

３ 特定施設に関する事項

� Ｒ－９５１ 酸洗浄脱水槽

� Ｒ－９４１ 環化反応槽

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

平成２３年
１２月２５日 越 智 省 三 二級建築士 愛媛県知事登録

第１９４７号 死亡による

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年４月１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年４月１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．５～８．５

最大 ６．５～９．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，１００

最大 １，３２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２

最大 ２６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．６

最大 ５．５

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ総合排水処理施設にて処理する。

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．５～６．５

最大 ４．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４３，５００

最大 ５２，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ３，６００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 １．８

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ総合排水処理施設にて処理する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号

１６２



� Ｒ－９８１ ＭＭＰＣ反応・洗浄槽

� Ｚ－９４１ ＥＬＭろ過機

� Ｔ－９０２ 充填塔

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年４月１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１．５～１２．５

最大 １０．５～１３．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４，５００

最大 １７，４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，１３０

最大 １，３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．２

最大 ２．６

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ総合排水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年４月１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３．５～４．５

最大 ２．５～５．５

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７６０

最大 ９１２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 １６

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．０

最大 ３．６

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ総合排水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり２０立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年４月１５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．５～６．５

最大 ４．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ８５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 ２９

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ総合排水処理施設にて処理する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号
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� �３排水口

�愛媛県告示第２７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市新居浜土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成２４年３月２日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

退 任

�������
�愛媛県告示第２７７号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業

用用排水施設整備事業・掛井出地区）の施行に平成２４年２月２４日同

意した。

平成２４年３月２日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

�������
�愛媛県告示第２７８号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、西条市から協議のあった市営土地改良事業（農業

用道路整備事業・玉之江西地区）の施行に平成２４年２月２４日同意し

た。

平成２４年３月２日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

�愛媛県告示第２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２，５９９

最大 ２７，５５７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．８

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 ４７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４，７７７

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 橋 文二郎 新居浜市西町３－９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市立川町５１０番４

旧 ９．５～１０．０ ０．００８

新 １０．８～１１．５ ０．００８

〃 〃 新居浜市立川町６４５番２１

旧 ７．０～９．０ ０．０２５

新 ７．０～１７．０ ０．０２５

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号

１６４



��������������
�愛媛県告示第２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番２４

旧 １０．５～２０．０ ０．０１８

新 １０．５～２４．０ ０．０１８

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番５９

旧 ２９．５～４４．６ ０．０４７

新 ３４．０～４４．６ ０．０４７

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３８

旧 ４．３～５．７ ０．０５８

新 １０．７～１３．３ ０．０５８

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３４

旧 ４．０～６．５ ０．１９５

新 ５．４～２０．０ ０．１９５

〃 〃
新居浜市別子山字別子山乙５５５番２１０から

同字乙５５５番２２３まで

旧 ７．５～１４．０ ０．０８４

新 ９．５～１８．５ ０．０８４

〃 〃 新居浜市別子山字弟地乙５５０番１３

旧 ８．５～１２．０ ０．０１１

新 １２．０～１３．５ ０．０１１

〃 高知伊予三島線 新居浜市別子山字肉淵乙４３６番１２

旧 ３．８～７．３ ０．０４１

新 ８．５～１２．７ ０．０４１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市立川町５１０番４ 平成２４年３月２日

〃 〃 新居浜市立川町６４５番２１ 〃

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番２４ 〃

〃 〃 新居浜市大永山字須領スズ尾３４４番５９ 〃

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３８ 〃

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３４ 〃

〃 〃
新居浜市別子山字別子山乙５５５番２１０から

同字乙５５５番２２３まで
〃

〃 〃 新居浜市別子山字弟地乙５５０番１３ 〃

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号
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�愛媛県告示第２８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線 伊予市双海町串字赤ヌタ乙４３６番９

旧 １６．４～１８．１ ０．０１３

新 １７．８～２１．６ ０．０１３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
伊予市中山町出渕５番耕地６５７番４から

同町出渕５番耕地６５５番４まで

旧 ５．５～７．０ ０．０２０

新 ５．５～７．９ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市中山町佐礼谷丙１１７６番５から

同町佐礼谷３号１７６番３まで

旧 ３０．１～３０．７ ０．０１５

新 ３０．７～３４．５ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 寺尾重信線
東温市山之内字古屋敷乙６７４番４から

同市山之内字馬木甲２４８８番地先まで

旧 ５．７～１９．７ ０．２８２

新 ７．４～６７．９ ０．２８２

〃 高知伊予三島線 新居浜市別子山字肉淵乙４３６番１２ 〃

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号
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�愛媛県告示第２８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

一本松土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２４年３月２日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

退 任

�愛媛県告示第２８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
伊予郡松前町大字北川原字原端９４４番７から

同字９５１番８まで
平成２４年３月２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
伊予郡松前町大字北川原字西開８９４番８から

同大字字原端９２０番４まで
平成２４年３月２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 倉 長 蔵 愛南町正木１８３３番地

〃 岡 崎 正 志 愛南町増田２４０６番地

〃 徳 岡 谷 満 愛南町増田３６３５番地

〃 本 田 信 宏 愛南町増田３１３０番地

〃 岩 村 晃 稔 愛南町小山１１４６番地

〃 大 森 信 幸 愛南町中川１６７９番地

〃 中 西 茂 文 愛南町中川７０２番地

〃 大 西 常 文 愛南町広見７５４番地

〃 高 田 稔 久 愛南町広見３６３５番地

〃 岡 原 俊 機 愛南町広見２８３番地

〃 松 本 勝 利 愛南町上大道１０９４番地

〃 和 泉 壽 男 愛南町満倉２６８２番地

監 事 蕨 岡 章 愛南町正木２３３１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 幹 生 愛南町正木１２４６番地

〃 岡 崎 正 志 愛南町増田２４０６番地

〃 徳 岡 谷 満 愛南町増田３６３５番地

〃 本 田 信 宏 愛南町増田３１３０番地

〃 池 田 敏 明 愛南町小山１０３２番地

〃 大 森 信 幸 愛南町中川１６７９番地

〃 中 西 茂 文 愛南町中川７０２番地

〃 大 西 常 文 愛南町広見７５４番地

〃 高 田 稔 久 愛南町広見３６３５番地

〃 岡 原 俊 機 愛南町広見２８３番地

〃 松 本 勝 利 愛南町上大道１０９４番地

〃 和 泉 信 之 愛南町満倉２５０５番地

監 事 蕨 岡 章 愛南町正木２３３１番地

〃 太 田 憲 男 愛南町増田１４１０番地

〃 土 居 尚 行 愛南町広見２２３４番地

〃 長 尾 英 生 愛南町増田４０１０番地

〃 土 居 尚 行 愛南町広見２２３４番地
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公 告

人事委員会規則

�愛媛県告示第２８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年３月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会規則６－１８７
職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月２日

愛媛県人事委員会委員長 木 村 スズコ

職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則

職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（選考により採用する職）

第６条 次に掲げる職への採用は、人事委員会の行う選考によるも

のとする。

� 行政職群２級以上の職、公安職群２級以上の職、研究職群２

級以上の職、医療職群�の職、医療職群�３級以上の職、医療

職群�３級以上の職及び技能労務職群の職

�～� 省略

（受験資格）

第１５条 省略

（選考により採用する職）

第６条 次に掲げる職への採用は、人事委員会の行う選考によるも

のとする。

� 行政職群２級以上の職、公安職群２級以上の職、研究職群２

級以上の職、医療職群�の職、医療職群�３級以上の職、医療

職群� の職及び技能労務職群の職

�～� 省略

（受験資格）

第１５条 省略

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和高山線
西予市明浜町俵津１０番耕地７７４番１４から

同町俵津１０番耕地７７４番５まで

旧 ８．６～３４．２ ０．０８８

新 １１．６～５４．６ ０．０８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和高山線
西予市明浜町俵津１０番耕地７７４番１４から

同町俵津１０番耕地７７４番５まで
平成２４年３月２日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年２月２１日
特定非営利活動法人
愛媛キャリアコンサルタント協
会

杉 本 勝 � 松山市鷹子町１０８３番地９
この法人は、個人が自ら生涯にわたり主体性を
持って自分自身の能力や特性に合わせたキャリ
ア形成ができるように就業者、求職者、児童、
生徒、学生、企業ならびに団体等に対して支援
する活動、雇用等就業機会の拡充を支援する活
動およびキャリアコンサルティングの研究活動
を行い、広く社会貢献に寄与することを目的と
する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号
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公安委員会規則

２ 前項の規定により受験資格を定める場合において、年齢及び職

歴については、試験の対象となる職の区分に応じ、次に定めると

ころによるものとする。

� 一般職員の採用試験

ア 省略

イ 行政職群の１級の職のうち相当高度の知識又は経験を必要

とする業務を行う職（法令により資格を必要とする職及び少

年補導職員を除く。）及び研究職群の１級の職の採用試験に

あつては、年齢２１歳以上３４歳未満の者（年齢２１歳未満の者で

あつて、大学等を卒業したもの及び当該試験の公告の日の属

する年度の３月までに大学等を卒業する見込みのものを含

む。）

ウ 省略

�・� 省略

別表第７（第６条関係）

選考により採用する職

２ 前項の規定により受験資格を定める場合において、年齢及び職

歴については、試験の対象となる職の区分に応じ、次に定めると

ころによるものとする。

� 一般職員の採用試験

ア 省略

イ 行政職群の１級の職のうち相当高度の知識又は経験を必要

とする業務を行う職（ 少

年補導職員を除く。）及び研究職群の１級の職の採用試験に

あつては、年齢２１歳以上２９歳未満の者（年齢２１歳未満の者で

あつて、大学等を卒業したもの及び当該試験の公告の日の属

する年度の３月までに大学等を卒業する見込みのものを含

む。）

ウ 省略

�・� 省略

別表第７（第６条関係）

選考により採用する職

１ 法令により次に掲げる資格を必要とする職

�・� 省略

� 助産師、看護師及び准看護師

� 省略

２ 省略

１ 法令により次に掲げる資格を必要とする職

�・� 省略

� 保健師、助産師、看護師及び准看護師

� 省略

２ 省略

別表第８（第１１条関係）

採用試験及び昇任試験の種類

別表第８（第１１条関係）

採用試験及び昇任試験の種類

試験の種類 試験の対象となる職又は階級 試験の種類 試験の対象となる職又は階級

採用

試験

省略 採用

試験

省略

職員採用候補者（上

級）試験

１～３ 省略

４ 医療職群�２級の職

職員採用候補者（上

級）試験

１～３ 省略

省略 省略

省略 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月２日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高速道路交通警察隊）

第５１条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

� 高速自動車国道、今治・小松自動車道、大洲道路、宇和島道

路及び西瀬戸自動車道（以下「高速自動車国道等」という。）

における交通警察に関すること。

� 省略

（高速道路交通警察隊）

第５１条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

� 高速自動車国道、今治・小松自動車道、大洲道路

及び西瀬戸自動車道（以下「高速自動車国道等」という。）

における交通警察に関すること。

� 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号
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附 則

この規則は、平成２４年３月１０日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県道路交通規則及び愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年３月２日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県道路交通規則及び愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第１条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高速自動車国道等における権限）

第３条の２ 法第１１４条の３の規定により、警察署長の権限に属す

る事務のうち、高速自動車国道、今治・小松自動車道、大洲道

路、宇和島道路及び西瀬戸自動車道に係るものは、愛媛県警察高

速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

別表第２（第９条の２関係）

（高速自動車国道等における権限）

第３条の２ 法第１１４条の３の規定により、警察署長の権限に属す

る事務のうち、高速自動車国道、今治・小松自動車道、大洲道

路 及び西瀬戸自動車道に係るものは、愛媛県警察高

速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

別表第２（第９条の２関係）

番号 路線名 区間 番号 路線名 区間

１ 四国縦貫自動車道 四国中央市金生町下分字白坂

（川之江ジャンクション）から

大洲市東大洲１６９４番３まで

１ 四国縦貫自動車道 四国中央市金生町下分字白坂

（川之江ジャンクション）から

大洲市東大洲１８１０番地まで

２・３

省略

２・３

省略

３の２ 四国横断自動車道 大洲市北只７８４番２から宇和島

市高串字屋敷田一番耕地１０２９番

１まで

３の２ 四国横断自動車道 大洲市北只７８４番２から西予市

宇和町稲生９１３番地

まで

４～１３の

３ 省略

４～１３の

３ 省略

１４ 一般国道５６号

（宇和島道路）

宇和島市津島町高田甲８４０番４

から同市高串字屋敷田一番耕地

１０２９番１まで

１４ 一般国道５６号

（宇和島道路）

宇和島市保田字清水甲６１２番

から同市高串字屋敷田一番耕地

１０２９番１まで

１４の２ 一般国道５６号

（宇和島道路）

宇和島市坂下津字長右衛門谷

４０７番６８から同市住吉町字船蔵

上７２４番１まで

１５ 一般国道５６号

（大洲道路）

大洲市北只７８４番２から同市東

大洲１６９４番３まで

１５ 一般国道５６号

（大洲道路）

大洲市北只１５番１から同市東

大洲１７０９番まで

１５の２ 一般国道５６号

（大洲道路）

大洲市北只１５０３番１５地先から

同市北只７８４番２まで

１５の３ 一般国道５６号

（大洲道路）

大洲市東大洲１６５１番１から同

市東大洲１６９６番２まで

１６～１２２

省略

１６～１２２

省略

第２条 愛媛県道路交通規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２日 第２３４７号
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改 正 後 改 正 前

（公安委員会にする申請等）

第１条 省略

２・３ 省略

４ 法第９４条第１項に規定する免許証の記載事項の変更の届出を

しようとする者は、第１項及び前項の規定によるほか、その者の

住所地を管轄する警察署の交番（内子交番等に限る。）

を経由す

ることができる。

別記様式第１８号（第１５条関係）

（公安委員会にする申請等）

第１条 省略

２・３ 省略

４ 法第９４条第１項に規定する免許証の記載事項の変更の届出を

しようとする者は、第１項及び前項の規定によるほか、その者の

住所地を管轄する警察署の交番又は駐在所（ＩＣカード免許証

（法第９３条の２の規定により免許証に記載され、又は表示され

るものの一部を電磁的方法により記録した免許証をいう。）の住

所以外の変更の届出にあつては、内子交番等に限る。）を経由す

ることができる。

別記様式第１８号（第１５条関係）

省略 省略

事 業 所
事業所名

勤 務 先
氏 名

所 在 地 所 在 地

省略 省略

注 省略 注 省略

（愛媛県公安委員会公印規程の一部改正）

第３条 愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形 書体

寸法

（ミリメー

トル）
管理責任者 用途 項 ひな形 書体

寸法

（ミリメー

トル）
管理責任者 用途

縦 横 縦 横

１～

８

省略

１～

８

省略

９ 愛媛公委
かい

書
５ １５

警察署長が

指定する交

番又は駐在

所の勤務員

１ 運転免許

証の記載事

項の変更届

出事務用

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

注 省略

２ 省略

注 省略

２ 省略

附 則

この規則は、平成２４年３月１０日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、平成２４年４月１日から施行する。

平成２４年３月２日 発行
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